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本
日
は
、
国
税
庁
の
任
務
と
使
命
、
税
務
行

政
の
将
来
像
、
納
税
環
境
の
整
備
、
適
正
・
公

平
な
税
務
行
政
の
推
進
等
に
つ
い
て
ご
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
電

子
帳
簿
等
保
存
制
度
と
、
書
面
添
付
制
度
に
つ

い
て
詳
し
く
お
話
し
し
て
ま
い
り
ま
す
。

国
税
庁
の
任
務
と
使
命

申
告
納
税
制
度
を
支
え
る
二
つ
の
柱

国
税
庁
は
、
財
務
省
設
置
法
第
19
条
に
定
め

ら
れ
る
、
三
つ
の
任
務
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。

三
つ
の
任
務
と
は
、
①
内
国
税
の
適
正
か
つ
公

平
な
賦
課
及
び
徴
収
の
実
現
、
②
酒
類
業
の
健

全
な
発
達
、
③
税
理
士
業
務
の
適
正
な
運
営
の

確
保
を
図
る
こ
と
で
す
。

国
税
の
多
く
は
、
納
税
者
が
自
ら
所
得
金
額

や
税
額
を
計
算
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
申
告
し
、

納
税
す
る
と
い
う
申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
て

お
り
、
日
本
国
憲
法
第
30
条
に
お
い
て
、
国
民

は
納
税
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
国
税
庁
の
使
命
は
、「
納
税

者
の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ

円
滑
に
実
現
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
使
命

を
果
た
す
た
め
に
重
要
な
の
が
、
申
告
納
税
制

度
を
支
え
る
、「
納
税
環
境
の
整
備
」
と
「
適

正
・
公
平
な
税
務
行
政
の
推
進
」
と
い
う
二
つ

の
柱
と
な
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
申
告
納
税
制
度
を
支
え
る
柱
の
一

つ
、「
納
税
環
境
の
整
備
」
に
つ
い
て
お
話
し

し
ま
す
。
具
体
的
な
取
組
は
次
の
三
つ
で
す
。

1
．
申
告
・
納
税
に
関
す
る
法
令
解
釈
や
事
務

手
続
な
ど
に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
的
確

に
周
知
・
広
報
を
行
う
。

2
．
納
税
者
か
ら
の
問
合
せ
や
相
談
に
対
し
て
、

迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
。

3
．
税
務
行
政
等
に
つ
い
て
幅
広
い
理
解
や
協

力
を
得
る
た
め
、
関
係
省
庁
や
国
民
の
方
々

か
ら
の
幅
広
い
協
力
や
参
加
の
確
保
に
努
め
る
。

申
告
納
税
制
度
が
適
正
に
機
能
す
る
た
め
に

は
、
納
税
者
に
高
い
納
税
意
識
を
持
っ
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
納
税
義

務
を
自
発
的
か
つ
適
正
に
履
行
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
国
税
庁
で
は
税
理
士
会
や
関
係

民
間
団
体
な
ど
と
の
連
携
・
協
調
を
図
り
、
租

税
の
意
義
・
役
割
や
税
法
の
知
識
等
に
つ
い
て

の
広
報
活
動
や
租
税
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
法
令
の
解
釈
や
取
扱
い
・
手
続
の

明
確
化
、
受
付
窓
口
の
一
本
化
、
税
務
相
談
、

確
定
申
告
に
お
け
る
利
便
性
の
向
上
な
ど
、

様
々
な
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

個
人
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
数
年
前

に
国
税
庁
長
官
官
房
広
報
広
聴
室
長
を
務
め
て

い
た
と
き
に
は
、
租
税
教
育
の
充
実
に
向
け
、

特
に
租
税
教
室
の
実
施
に
力
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

最
近
の
税
務
行
政
に
お
け
る
国
税
庁
の
取
組

国
税
庁
課
税
部
課
税
総
括
課
長
　
初
谷
武
志

■
と
き

：

令
和
元
年
10
月
18
日
㈮

　（
敬
称
略
）
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そ
の
よ
う
な
未
来
の
納
税
者
の
方
々
に
租
税

の
意
義
や
役
割
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
貴
重

な
機
会
の
更
な
る
充
実
に
向
け
て
、
環
境
整
備

や
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
2
本
目
の
柱
、「
適
正
・
公
平
な
税

務
行
政
の
推
進
」
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

具
体
的
な
取
組
は
次
の
三
つ
で
す
。

1
．
関
係
法
令
を
適
正
に
適
用
す
る
。

2
．
申
告
が
適
正
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
納
税

者
に
対
し
て
、
的
確
な
指
導
・
調
査
を
実
施

し
、
誤
り
を
確
実
に
是
正
す
る
。

3
．
期
限
内
収
納
の
実
現
に
努
め
、
期
限
内
に

納
付
を
行
わ
な
い
納
税
者
に
対
し
て
、
滞
納

処
分
の
執
行
に
よ
り
確
実
に
徴
収
す
る
。

国
税
庁
で
は
様
々
な
角
度
か
ら
情
報
の
収

集
・
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
不
正
に
税
金
の
負

担
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
悪
質
な
納
税
者
に
対
し

て
は
、
適
切
な
調
査
体
制
を
編
成
し
、
厳
正
な

調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
そ
の
他
の
納
税
者
に
対
し
て
は
、
文

書
や
電
話
で
の
連
絡
な
ど
に
よ
る
簡
易
な
接
触

も
行
う
な
ど
、
限
ら
れ
た
人
員
等
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
配
分
し
、
効
果
的
・
効
率
的
な
事
務
運
営

を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

税
務
行
政
の
将
来
像

「
ス
マ
ー
ト
税
務
行
政
」の
実
現
に
向
け
て

税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化

す
る
中
、
今
後
も
納
税
者
の
皆
さ
ま
の
理
解
と

信
頼
を
得
て
、
国
税
庁
の
使
命
を
果
た
し
て
い

く
た
め
に
は
、
中
長
期
的
に
国
税
庁
が
目
指
す

べ
き
将
来
像
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
向
け

て
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成
29
年
6
月
に

「
税
務
行
政
の
将
来
像
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

こ
の
将
来
像
は
、
お
お
む
ね
10
年
後
の
イ
メ

ー
ジ
を
示
し
た
も
の
で
、
I
C
T
の
活
用
に
よ

る
「
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
」
と
「
課
税
・

徴
収
の
効
率
化
・
高
度
化
」
を
中
心
に
、
納
税

者
の
信
頼
を
確
保
す
る
「
ス
マ
ー
ト
税
務
行
政
」

に
進
化
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

資
料
1
「
税
務
行
政
の
将
来
像
」（
16
頁
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
将
来
像
の
公
表
か
ら
2
年
が
経
過
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和
元
年
6
月
に
、
そ
れ

ま
で
の
間
に
実
現
又
は
具
体
化
し
た
取
組
や
、

今
後
の
課
題
を
改
め
て
整
理
し
た
内
容
を
取
り

ま
と
め
た
も
の
で
す
。

一
つ
目
の
、
利
用
者
中
心
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

◎初谷武志（はつがい・たけし）氏
1988年国税庁入庁。国税不服審判所管理室長、東京国税局
課税第二部長、同課税第一部長、仙台国税局総務部長、国税
庁長官官房広報広聴室長、大阪国税局総務部長を歴任後、
2019年７月、国税庁課税部課税総括課長に就任。
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を
提
供
す
る
「
納
税
者
の
利

便
性
の
向
上
」
に
お
い
て
は
、

e
‐
T
a
x
の
推
進
等
の
税

務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
税

務
相
談
の
効
率
化
・
高
度
化
、

税
務
署
窓
口
の
ス
マ
ー
ト
化

を
目
指
し
ま
す
。

二
つ
目
の
「
課
税
・
徴
収

の
効
率
化
・
高
度
化
」
は
内

部
体
制
の
話
に
な
り
ま
す
が
、

書
面
か
ら
デ
ー
タ
中
心
の
事

務
へ
と
転
換
を
図
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
実
現

す
る
た
め
に
、
I
C
T
の
動

向
を
踏
ま
え
た
新
た
な
機
能

の
導
入
と
シ
ス
テ
ム
構
造
の

最
適
化
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ

ム
の
高
度
化
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

現
状
、
税
務
行
政
は
部
門

ご
と
に
分
か
れ
た
縦
割
り
の

組
織
構
造
で
、
情
報
シ
ス
テ

ム
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
別
々

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
業
務

上
、
非
効
率
な
部
分
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
将

来
的
に
は
情
報
シ
ス
テ
ム
を

統
合
化
し
て
事
務
系
統
を
横
断
し
た
一
元
管
理

を
図
り
、
デ
ー
タ
を
積
極
的
に
活
用
で
き
る
シ

ス
テ
ム
及
び
組
織
作
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

更
に
、
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、

I
C
T
・
A
I
を
用
い
た
分
析
・
検
討
・
調
査

選
定
を
行
い
、
デ
ー
タ
中
心
の
事
務
に
移
行
し

ま
す
。
実
地
調
査
や
滞
納
整
理
等
の
外
部
事
務

に
お
い
て
も
現
在
の
書
面
中
心
の
方
法
か
ら
、

モ
バ
イ
ル
端
末
を
活
用
す
る
方
法
に
変
え
る
こ

と
で
、
機
動
的
か
つ
効
率
的
な
事
務
処
理
の
実

施
を
目
指
し
ま
す
。
業
務
の
自
動
化
に
よ
り
削

減
さ
れ
た
業
務
量
は
、
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
や
外
部
事
務
へ
振
り
向
け
る
な
ど
し
て
、
全

体
と
し
て
効
率
的
な
業
務
配
分
の
実
現
が
可
能

な
環
境
を
整
え
て
ま
い
り
ま
す
。

納
税
環
境
の
整
備

デ
ジ
タ
ル・ガ
バ
メ
ン
ト
の
実
現
に
向
け
て

次
に
、「
納
税
環
境
の
整
備
」
に
つ
い
て
、

よ
り
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
前
提
と
し
て
目
指
し
て
い
る
の
は
デ

ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
の
実
現
で
す
。
I
C
T

を
最
大
限
活
用
し
た
簡
素
で
効
率
的
な
社
会
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
国
民
が
安
全
で
安
心
な
暮

資料1 税務行政の将来像  ～スマート税務行政の実現に向けて～

外部機関との連携強化
（地方公共団体等、税理士会・
関係民間団体、外国税務当局）

「税務行政の将来像（平成29年6月）」の公表から令和元年6月までに実現又は具体化した取組及び今後の課題を整理し、
引き続き、計画的かつ着実に取り組むことにより、スマート税務行政の実現を図る。

◦e-Taxの推進
・更なるe-Taxの使い勝手の向上
・マイナポータルを活用した確定申告手続の電子化

◦年末調整手続の電子化

◦情報収集の拡大
・ＣＲＳ情報の積極的な活用、情報照会手続を活用した的

確な情報収集  など
◦情報分析の高度化

・機械学習技術による選定の高度化の検討、大量データ
のマッチング分析  など

◦複雑困難事案への対応
・国際的租税回避への対応
・富裕層に対する適正課税の確保
・消費税の適正課税の確保
・大口・悪質事案への対応
・新しい経済取引への対応

◦ICTを活用した電話相談・自己解決ブースの窓口への設置
◦チャットボットの導入
◦国税庁ホームページの掲載情報の充実

◦納付手段の多様化・キャッシュレス化の推進
◦納税証明書の発行の電子化・簡便化
◦ICTを活用した電話相談・自己解決ブースの窓口への設置（再掲）

税務手続のデジタル化 調査等の高度化

徴収の効率化・高度化

税務相談の効率化・高度化

税務署窓口のスマート化

インフラ整備と業務改革

内部事務の集約処理

情報システムの高度化（業務フロー見直しと一体的に実施）

納税者の利便性の向上 課税・徴収の効率化・高度化

（講演資料より。以下同）



TKC　2020・3（TKCタックスフォーラム2019）17

TKCタックスフォーラム2019　講演Ⅱ

ら
し
や
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
社
会
の
実
現
を

目
指
す
「
世
界
最
先
端
デ
ジ
タ
ル
国
家
創
造
宣

言
・
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
計
画
」（
令

和
元
年
6
月
策
定
）
や
、
国
民
・
事
業
者
の
利

便
性
向
上
に
重
点
を
置
き
、
行
政
の
在
り
方
そ

の
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
前
提
で
見
直
す
「
デ
ジ
タ

ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」（
平
成
30
年
1

月
策
定
）
な
ど
の
計
画
を
踏
ま
え
、「
財
務
省

デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
中
長
期
計
画
」
が
平

成
30
年
6
月
に
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
基
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
の

実
現
に
向
け
て
、
各
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
や

添
付
書
類
撤
廃
等
を
目
指
し
た
、
利
用
者
中
心

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
改
革
や
、
保
有
デ
ー
タ
の
オ

ー
プ
ン
化
や
A
P
I
の
整
備
等
の
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
改
革
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

な
お
、
令
和
元
年
5
月
に
成
立
し
た
「
デ
ジ

タ
ル
手
続
法
」
に
は
「
デ
ジ
タ
ル
化
の
基
本
原

則
」
が
次
の
通
り
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を

基
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

①
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
（
個
々
の
手
続
・
サ

ー
ビ
ス
が
一
貫
し
て
デ
ジ
タ
ル
で
完
結
）

②
ワ
ン
ス
オ
ン
リ
ー
（
一
度
提
出
し
た
情
報
を

二
度
提
出
す
る
こ
と
は
不
要
）

③
コ
ネ
ク
テ
ッ
ド
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
（
民
間
サ

ー
ビ
ス
を
含
め
、
複
数
の
手
続
・
サ
ー
ビ
ス

を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
実
現
）

今
後
、
法
人
向
け
の
税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル

化
と
し
て
は
、
法
人
設
立
手
続
の
オ
ン
ラ
イ

ン
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
及
び
企
業
が
行
う
従
業

員
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
社
会
保
険
・
税

手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
行
政
機
関
ご
と
に
提
出

が
必
要
だ
っ
た
各
種
手
続
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

を
活
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

完
了
で
き
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
を
目
指

す
取
組
で
す
。
法
人
設
立
手
続
に
つ
い
て
は
令

和
2
年
度
中
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
を
予
定
し
て
お

り
、
企
業
が
行
う
従
業
員
の
社
会
保
険
・
税
手

続
に
つ
い
て
は
令
和
2
年
11
月
頃
か
ら
順
次
開

始
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

納
税
者
サ
ー
ビ
ス
充
実
の
た
め
の
取
組

こ
こ
か
ら
は
、「
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
充
実
の

た
め
の
具
体
的
な
取
組
」
を
い
く
つ
か
ご
紹
介

し
ま
す
。

（
1
）
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
情
報
を
よ

り
充
実
さ
せ
、
納
税
者
の
必
要
と
す
る
税
務

情
報
を
提
供

検
索
機
能
の
拡
充
や
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
等
の
閲
覧
端
末
の
画
面
サ
イ
ズ
に

合
わ
せ
て
表
示
で
き
る
機
能
の
追
加
な
ど
、
快

適
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
工
夫
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
2
）
税
務
相
談
の
新
し
い
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

を
導
入

国
税
に
関
す
る
知
り
た
い
情
報
を
テ
キ
ス
ト

入
力
な
ど
で
質
問
す
る
と
、
A
I
を
活
用
し
た

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
が
自
動
回
答
し
て
く
れ
ま
す
。

こ
ち
ら
は
、
令
和
2
年
1
月
以
降
の
試
験
導
入

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
3
）
e
‐
T
a
x
や
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
な
ど
、

I
C
T
を
活
用
し
た
申
告
・
納
税
手
段
の
充

実
の
推
進

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、

必
要
な
項
目
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
自
動
計
算

に
よ
り
確
定
申
告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

令
和
元
年
か
ら
は
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
で
、
一
部
の
個
人
納
税
者
向
け
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
専
用
画
面
の
提
供
を
開
始
し
ま
し

た
。
更
に
、
令
和
2
年
1
月
か
ら
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
専
用
画
面
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る

対
象
を
、
2
カ
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る
方

や
、
年
金
収
入
や
副
業
等
の
雑
所
得
が
あ
る
方

な
ど
に
も
拡
大
す
る
予
定
で
す
。

（
4
）
e
‐
T
a
x
の
普
及
・
推
進

ご
承
知
の
通
り
、e
‐
T
a
x
と
は
、所
得
税
、
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法
人
税
、
消
費
税
、
贈
与
税
、
印

紙
税
、
酒
税
な
ど
に
つ
い
て
、
税

務
署
に
出
向
く
こ
と
な
く
自
宅
等

か
ら
申
告
・
申
請
か
ら
納
税
ま
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
添
付

書
類
の
提
出
が
省
略
で
き
る
こ
と
、

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
及
び
確
定
申

告
期
は
24
時
間
利
用
が
可
能
な
こ

と
、
還
付
金
が
早
期
に
受
領
可
能

な
こ
と
、
事
務
の
省
力
化
・
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
化
に
つ
な
が
る
こ
と
等

が
あ
り
ま
す
。

同
時
に
、
国
税
当
局
に
と
っ
て

も
、
申
告
書
収
受
事
務
や
デ
ー
タ

入
力
事
務
の
削
減
、
文
書
管
理
コ

ス
ト
の
低
減
な
ど
の
効
果
が
期
待

さ
れ
、
税
務
行
政
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
e
‐
T
a
x
の
一
層

の
普
及
・
添
付
書
類
も
含
め
た
電
子
化
に
向
け

て
各
種
施
策
を
一
層
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
是
非
ご
活
用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
法
人
の
電
子
申
告
義
務
化
に
つ
い
て

e
‐
T
a
x
に
関
連
す
る
内
容
と
し
て
、
大

法
人
の
電
子
申
告
義
務
化
制
度
に
つ
い
て
ご
説

明
し
ま
す
。

平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
「
電
子
情
報

処
理
組
織
に
よ
る
申
告
の
特
例
」
が
創
設
さ
れ
、

一
定
の
法
人
が
行
う
法
人
税
等
の
申
告
は
、
e
‐

T
a
x
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
2
年
4
月
1
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
（
課
税
期
間
）
か
ら
の
適

用
と
な
り
、
対
象
税
目
は
法
人
税
及
び
地
方
法

人
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
で
す
。

電
気
通
信
回
線
の
故
障
や
災
害
そ
の
他
の
理
由

に
よ
り
e
‐
T
a
x
の
使
用
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
例
外
と
な
り
ま
す
が
、
こ

の
場
合
を
除
い
て
、
原
則
義
務
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

対
象
法
人
の
範
囲
は
、
法
人
税
及
び
地
方
法

人
税
に
お
い
て
は
、
内
国
法
人
の
う
ち
、
資
本

金
又
は
出
資
金
の
額
が
1
億
円
を
超
え
る
法
人
、

相
互
会
社
、
投
資
法
人
及
び
特
定
目
的
会
社
で

す
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
加
え
て
国
や
地
方
公
共
団
体
も
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
手
続
は
、確
定
申
告
、中
間
（
予

定
）
申
告
、
仮
決
算
の
中
間
申
告
、
修
正
申
告

及
び
還
付
申
告
で
、
こ
れ
ら
の
申
告
書
及
び
申

告
書
に
添
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
書
類

全
て
が
対
象
書
類
で
す
。

な
お
、
電
子
申
告
の
義
務
化
の
対
象
と
な
る

法
人
は
所
轄
の
税
務
署
長
に
対
し
、
適
用
開
始

事
業
年
度
等
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
電
子
申
告
義
務
化
に
伴
い
、
法
人
納

税
者
が
申
告
デ
ー
タ
を
円
滑
に
電
子
提
出
で
き

る
よ
う
環
境
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
利
便
性
向
上
施
策
の
一
つ
と
し
て
、

財
務
諸
表
デ
ー
タ
形
式
の
柔
軟
化
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
財
務
諸
表
に
つ
い
て
現
状
の
デ
ー
タ

形
式
で
あ
る
X
B
R
L
形
式
に
加
え
て
、
C
S
V

形
式
に
よ
る
提
出
も
可
能
と
す
る
も
の
で
す
。

企
業
開
示
に
お
い
て
標
準
的
に
使
用
さ
れ
て
い

る
勘
定
科
目
ご
と
に
、
国
税
庁
が
勘
定
科
目
コ

ー
ド
を
策
定
・
公
表
し
、
そ
れ
を
含
め
た
標
準

フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
ま
す
。
こ
れ
を
利
用
し
て

財
務
諸
表
を
作
成
い
た
だ
く
こ
と
で
、
よ
り
簡

単
な
e
‐
T
a
x
へ
の
デ
ー
タ
変
換
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
添
付
書
類
等
の
提
出
方
法
の
拡

充
と
し
て
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
提
出
を
認

め
ま
し
た
。
別
表
の
一
部
、
財
務
諸
表
、
勘
定

科
目
内
訳
明
細
書
、
そ
の
他
の
第
三
者
作
成
書

類
等
の
添
付
書
類
に
つ
い
て
、
送
信
容
量
の
制

約
に
よ
り
大
容
量
の
申
告
デ
ー
タ
を
送
信
で
き

な
い
場
合
で
も
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
提
出

が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
つ
い
て

今
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
う
ち
の
一
つ
「
電

子
帳
簿
等
保
存
制
度
」「
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
」

に
話
題
を
移
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
納
税
者
の
文
書
保
存
に
係
る

負
担
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
帳
簿
や
国
税
関

係
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
を
可
能

と
す
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
改
ざ
ん
な
ど
課

税
上
問
題
と
な
る
行
為
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、

保
存
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
真
実
性
・
可
視
性

の
確
保
に
係
る
一
定
の
要
件
を
設
け
て
い
ま
す
。

「
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
」
は
平
成
10
年
度
の

税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た
制
度
で
、
帳
簿
及
び

決
算
関
係
書
類
等
の
国
税
関
係
書
類
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
」

は
平
成
17
年
度
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
、
決
算

関
係
書
類
を
除
く
国
税
関
係
書
類
（
取
引
の
相

手
方
か
ら
受
領
し
た
領
収
書
・
請
求
書
等
）
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

「
真
実
性
」
を
確
保
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
で
は
、
訂
正
・
加
除
履

歴
を
確
保
す
る
こ
と
や
帳
簿
間
で
の
記
録
事
項

の
相
互
関
連
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
で
は
、
入
力
期
間
に
制
限

が
あ
り
、
速
や
か
に
入
力
す
る
こ
と
や
一
定
水

準
の
解
像
度
の
確
保
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
付

与
等
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

「
可
視
性
」
を
確
保

す
る
た
め
の
要
件
と

し
て
は
、
電
子
帳
簿

等
保
存
制
度
及
び
ス

キ
ャ
ナ
保
存
制
度
と

も
に
検
索
機
能
の
確

保
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存

制
度
で
は
、
帳
簿
と

の
相
互
関
連
性
の
確

保
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
こ
で
、
資
料
2

「
電
子
帳
簿
保
存
法

に
係
る
電
磁
的
記
録

に
よ
る
保
存
等
の
承

認
件
数
の
推
移
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い（
下
）。

平
成
15
事
務
年
度

の
電
子
帳
簿
保
存
法

の
累
計
承
認
件
数
は

4
万
1
0
8
2
件
で

す
が
、平
成
29
事
務
年

度
に
は
20
万
7
2
6

件
と
な
り
、
約
5
倍

資料2 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数の推移

（備考）国税庁報道発表資料及び統計年報書による。 （注1）「その他の国税」は、間接諸税及び酒税である。
（注2）事務年度は7月1日から翌年6月30日までである。
（注3）件数は、各事務年度末の累計承認件数である。

［事務年度］

210,000

190,000

170,000

150,000

130,000

110,000

90,000

70,000

50,000

30,000

10,000
平15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
26,630

35,536
45,223

12,942

6,249

55,501

13,771

7,401 14,031

8,536

64,745
73,437

14,672

9,815
3,770

82,608

15,169

10,991
4,337

90,946

15,347

12,143

98,810

15,531

12,995

5,676

106,997

15,617

14,092

6,711

114,816

15,701

15,631

7,858

123,617
131,236 139,142

148,055

9,326

11,540

4,900

21,407

17,611

3,967

15,905

17,195

8,655

16,103

18,357

11,484
19,803

12,218

17,192

13,653

41,082

53,551

66,125

79,018

90,129

101,694

113,105

123,045

133,012

143,417

154,006

165,372

177,180

188,355

200,726

4,609

 その他の国税
 申告所得税・消費税
 源泉所得税
 法人税・消費税
 スキャナ保存

（10年度改正）
電子帳簿制度開始

（17年度改正）
スキャナ保存制度開始

（27年度改正）
3万円基準の撤廃

（28年度改正）
スマホでの読取が可能に

1,846

33 43 54 61
103 120 133 152

380

1,050

［件］
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に
件
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

平
成
27
年
度
税
制
改
正
で
は
ス
キ
ャ
ナ
保
存

制
度
の
対
象
拡
大
・
要
件
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、

3
万
円
以
上
の
領
収
書
等
も
対
象
に
追
加
さ
れ

ま
し
た
。
更
に
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
よ
っ

て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
よ
る
社
外
に
お
け
る

読
取
り
も
認
容
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
活
用

い
た
だ
き
や
す
い
制
度
と
な
り
、
ス
キ
ャ
ナ
保

存
承
認
件
数
も
伸
び
て
き
て
い
ま
す
。

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
利
用
促
進
に
向
け
た
取
組

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
関
す
る
最
近
の
動

向
を
見
て
い
き
ま
す
。
平
成
29
年
11
月
の
政
府

税
制
調
査
会
中
間
報
告
に
お
い
て
「
社
会
の
デ

ー
タ
活
用
の
促
進
や
納
税
者
の
文
書
保
存
に
係

る
負
担
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
当
該
制
度
の

利
用
促
進
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
べ
き
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
令
和
2
年
分
所

得
税
確
定
申
告
か
ら
青
色
申
告
特
別
控
除
額
が

現
行
の
65
万
円
か
ら
55
万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
が
、
e
‐
T
a
x
に
よ
る
申
告
又
は
電

子
帳
簿
保
存
を
行
う
こ
と
で
、
引
き
続
き
65
万

円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
30
年
10
月
の
政
府
税
制
調
査
会
に
お
い

て
、
当
制
度
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
引
き
続
き

議
論
が
行
わ
れ
、
令
和
元
年
度
税
制
改
正
で
は
、

納
税
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
新
た
に

業
務
を
開
始
し
た
個
人
の
電
子
帳
簿
保
存
等
の

提
出
期
限
特
例
が
創
設
さ
れ
た
ほ
か
、
承
認
を

受
け
る
前
に
作
成
又
は
受
領
を
し
た
書
類
の
ス

キ
ャ
ナ
保
存
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
利
便
性
向
上
の
た
め
の
運
用
の

見
直
し
も
講
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
電
子
帳
簿

等
保
存
制
度
及
び
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
係
る

承
認
申
請
手
続
の
簡
素
化
で
す
。
申
請
者
の
予

見
可
能
性
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
手
続
負
担
を
軽

減
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
市
販
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

対
象
に
、
公
益
社
団
法
人
日
本
文
書
情
報
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
協
会
（
J
I
I
M
A
）
の
要
件
適
合
性
の

確
認
を
受
け
た
も
の
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
や
添
付
書
類

を
一
部
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
入
力
等
に
係

る
期
間
制
限
に
関
す
る
解
釈
の
見
直
し
も
行
っ

て
い
ま
す
。
国
税
関
係
書
類
に
係
る
記
載
事
項

の
入
力
等
の
猶
予
期
間
制
限
に
つ
い
て
、
従
来

の
解
釈
で
は
実
務
上
問
題
が
発
生
し
て
い
た
こ

と
を
受
け
、
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。

更
に
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
お
け
る
定
期

的
な
検
査
に
関
す
る
解
釈
の
見
直
し
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ス
キ
ャ
ナ
保
存
の
要
件
と
し
て
、
受

領
か
ら
入
力
ま
で
の
事
務
処
理
内
容
を
定
期
的

に
検
査
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
以
前
は
、

全
て
の
事
業
所
等
を
対
象
に
1
年
に
1
回
以
上

行
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
事
業
規
模
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応

を
可
能
と
す
る
た
め
、
お
お
む
ね
5
年
の
う
ち

に
全
て
の
事
業
所
等
で
検
査
が
行
わ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
要
件
を
充
足
し
て
い
る
も
の
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
特

に
重
要
な
支
店
等
に
つ
い
て
は
、
1
年
に
1
回

以
上
の
定
期
検
査
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
及
び

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
利
用
促
進
に
向
け
た
環

境
整
備
が
着
実
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現

状
で
す
。

適
正・公
平
な
税
務
行
政
の
推
進

調
査
に
お
け
る
重
点
的
取
組

次
に
「
適
正
・
公
平
な
税
務
行
政
の
推
進
」

の
、
調
査
に
お
け
る
重
点
的
取
組
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

ま
ず
、
お
伝
え
す
る
の
は
、
平
成
29
事
務
年

度
に
実
地
調
査
で
把
握
し
た
1
件
当
た
り
申
告

漏
れ
所
得
金
額
で
す
。
申
告
所
得
税
に
お
け
る
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調
査
件
数
が
7
万
3
0
0
0
件
、
1
件
当
た
り

申
告
漏
れ
所
得
金
額
が
8
0
8
万
円
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
法
人
税
に
お
け
る
調
査
件
数
が
9
万

8
0
0
0
件
、
1
件
当
た
り
申
告
漏
れ
所
得
金

額
が
1
0
2
4
万
円
で
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
に
お
い
て
重
点
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
事
項
が
五
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
が

「
消
費
税
の
適
正
課
税
の
確
保
の
た
め
、
十
分

な
審
査
と
調
査
等
を
実
施
」
す
る
こ
と
で
す
。

消
費
税
は
税
収
の
面
で
主
要
な
税
目
の
一
つ
で

あ
り
、
国
民
の
関
心
も
高
く
、
一
層
の
適
正
な

執
行
に
努
め
て
い
ま
す
。
特
に
、
虚
偽
の
申
告

に
よ
り
不
正
還
付
等
を

得
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス

を
防
止
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
十
分
な
調
査
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。

二
つ
目
が
「
資
産
運

用
の
多
様
化
・
国
際
化

を
念
頭
に
置
い
た
調
査

等
を
実
施
」
す
る
こ
と

で
す
。
増
加
す
る
海
外

投
資
や
海
外
取
引
な
ど

に
つ
い
て
、
国
外
送
金

等
調
書
を
は
じ
め
と
す

る
資
料
や
、
海
外
当
局

と
の
租
税
条
約
等
に
基

づ
く
情
報
交
換
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
得
た
情
報

を
活
用
し
、
実
態
解
明
を
行
い
、
深
度
あ
る
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
特
に
富
裕
層
に
つ
い

て
は
、
資
産
運
用
の
多
様
化
・
国
際
化
を
念
頭

に
置
き
、
運
用
益
に
対
し
て
適
正
に
課
税
す
る

と
と
も
に
将
来
の
相
続
税
の
適
正
課
税
に
向
け

て
情
報
の
蓄
積
を
図
っ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
が
、「
資
料
情
報
を
活
用
し
、
的
確

に
無
申
告
者
を
把
握
」
す
る
こ
と
で
す
。
無
申

告
は
、
申
告
納
税
制
度
の
下
、
自
発
的
に
適
正

な
納
税
を
し
て
い
る
納
税
者
に
強
い
不
公
平
感

を
も
た
ら
し
ま
す
。
資
料
情
報
の
収
集
・
活
用

を
図
り
、
的
確
に
無
申
告
を
把
握
し
、
積
極
的

に
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

四
つ
目
が
、「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー

等
新
分
野
の
経
済
活
動
へ
の
的
確
な
対
応
」
を

行
う
こ
と
で
す
。
近
年
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ

ノ
ミ
ー
等
の
新
分
野
の
経
済
活
動
が
広
が
る
中
、

適
正
課
税
の
確
保
に
向
け
た
取
組
や
制
度
的
対

応
の
必
要
性
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
情
報
収
集
・
分
析
等
の
充
実
の
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
を
は
じ
め
、
情
報

収
集
を
拡
充
し
な
が
ら
、
申
告
漏
れ
が
な
い
よ

う
、
行
政
指
導
も
含
め
た
対
応
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

五
つ
目
が
「
納
税
者
の
主
張
を
正
確
に
把
握

し
、
適
正
な
課
税
処
理
を
遂
行
」
す
る
こ
と
で

す
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
納
税
者
の
主
張
を

き
ち
ん
と
理
解
し
、
的
確
な
事
実
認
定
に
基
づ

い
て
十
分
に
法
令
面
の
検
討
を
行
っ
た
上
で
、

適
正
な
課
税
処
理
を
行
う
よ
う
努
め
、
法
令
に

定
め
ら
れ
た
手
続
の
遵
守
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

書
面
添
付
制
度
に
つ
い
て

最
後
に
、
本
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
二
つ
目
、

「
書
面
添
付
制
度
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

税
理
士
法
第
33
条
の
2
に
お
い
て
、
税
理
士

又
は
税
理
士
法
人
は
、
申
告
書
の
作
成
に
関
し
、

計
算
し
、
整
理
し
、
又
は
相
談
に
応
じ
た
事
項

を
記
載
し
た
所
定
の
書
面
を
、
そ
の
申
告
書
に

添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
税
理
士
が
ど
の
よ
う
な
書
類
に

基
づ
い
て
帳
簿
を
作
成
し
、
ど
の
よ
う
な
帳
簿

に
基
づ
い
て
計
算
・
整
理
を
行
い
、
ど
の
よ
う

な
相
談
に
応
じ
た
か
を
記
載
し
ま
す
。

資
料
3
「
書
面
添
付
制
度
（
趣
旨
）」（
23
頁
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
書
面
添
付
制
度
は
、
税
理

士
等
が
作
成
し
た
申
告
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

税
務
の
専
門
家
の
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
調

製
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
正
確

な
申
告
書
の
作
成
及
び
提
出
に
資
す
る
も
の
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
納
税
義
務
の
適
正
な
実
現
を

図
る
こ
と
は
、
税
理
士
制
度
の
本
旨
に
合
致
し
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ま
す
。
ま
た
、
こ
の
制
度
は
税
務
官
公
署
が
税

務
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士
の
立
場
を
よ
り
尊

重
し
、
税
務
執
行
の
一
層
の
円
滑
化
・
簡
素
化

に
資
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
書
面
に
記
載

さ
れ
た
内
容
等
に
よ
っ
て
、
申
告
書
の
内
容
に

つ
い
て
疑
問
点
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
照
会
や
調

査
を
実
施
す
る
必
要
が
な
く
な
る
た
め
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
書
面
添
付
制
度
は
添
付
書
面

の
作
成
者
で
あ
る
税
理
士
の
社
会
的
信
用
の
向

上
に
も
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
信
頼
さ
れ
る
税

理
士
制
度
の
確
立
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
り
ま

す
。
更
に
、
納
税
者
や
税
理
士
に
と
っ
て
は
、

照
会
・
調
査
に
対
応
す
る
負
担
の
軽
減
を
実
現

し
ま
す
。

意
見
聴
取
制
度
の
積
極
的
な
活
用

税
務
官
公
署
の
職
員
は
、
税
理
士
法
第
33
条

の
2
に
規
定
す
る
書
面
が
添
付
さ
れ
て
い
る
申

告
書
を
提
出
し
た
納
税
者
に
つ
い
て
、
そ
の
申

告
書
に
係
る
租
税
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

者
に
日
時
場
所
を
通
知
し
て
そ
の
帳
簿
書
類
を

調
査
す
る
場
合
に
は
、
事
前
通
知
前
に
税
務
代

理
権
限
証
書
を
提
出
し
て
い
る
税
理
士
に
対
し
、

添
付
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
関
し
て
意
見

を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

意
見
聴
取
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
調
査
の
必

要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
税
理
士

宛
に
原
則
書
面
に
よ
る
「
調
査
に
移
行
し
な
い
」

旨
の
連
絡
を
し
ま
す
。

一
方
、
調
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
口
頭
（
電
話
）
に
て
「
調
査
に
移

行
す
る
」
旨
の
連
絡
を
し
、
事
前
通
知
の
上
、

税
務
調
査
を
実
施
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま

す
。
国
税
当
局
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
見
聴
取

の
機
会
を
積
極
的
に
活
用
し
、
疑
問
点
の
解
明

等
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
意
見
聴
取
に
お
い
て
申
告
内
容
の
誤

り
が
判
明
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
意
見
聴
取

に
お
け
る
質
疑
等
の
み
に
基
因
し
て
修
正
申
告

書
が
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
更
正
が
あ
る
べ

き
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
に
は
当
た
ら

な
い
と
し
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
是
非
、
税
理
士
の
皆
さ
ま
に
は

積
極
的
に
陳
述
し
て
い
た
だ
き
、
誤
り
が
あ
れ

ば
自
主
的
か
つ
早
期
に
是
正
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

書
面
添
付
制
度
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯

こ
こ
で
、
改
め
て
書
面
添
付
制
度
に
関
す
る

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
平
成
13
年
の
税
理
士
法
改
正
に
よ
り

現
在
の
書
面
添
付
制
度
が
開
始
し
、
税
理
士
法

第
33
条
の
2
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
改
正
と
、

事
前
通
知
前
の
意
見
聴
取
の
追
加
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
平
成
21
年
に
は
、
文
書
に
よ
る
調
査
省

略
通
知
手
続
き
等
を
定
め
た
事
務
運
営
指
針
の

発
遣
が
あ
り
、
更
に
平
成
22
年
、
24
年
に
は
事

務
運
営
指
針
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
現
在
の

か
た
ち
に
発
展
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
で
す
。

な
お
、
平
成
30
事
務
年
度
の
税
理
士
が
関
与

し
た
申
告
書
の
件
数
の
う
ち
、
書
面
添
付
が
あ

っ
た
件
数
の
割
合
は
、
所
得
税
1.4
％
、
相
続
税

20
・
1
％
、
法
人
税
9.5
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
税
理
士
会
と
国
税
局
や
税
務
署

と
が
協
議
会
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
様
々
な

議
論
が
交
わ
さ
れ
る
中
で
、
徐
々
に
で
は
あ
り

な
が
ら
も
書
面
添
付
割
合
や
調
査
省
略
割
合
は

増
加
傾
向
に
あ
り
、
添
付
書
面
の
精
度
も
上
が

っ
て
き
て
い
ま
す
。

税
理
士
の
皆
さ
ま
に
は
、
納
税
者
で
あ
る
企

業
と
の
信
頼
関
係
の
下
で
は
じ
め
て
可
能
と
な

る
添
付
書
面
の
記
載
内
容
の
充
実
（
質
の
向
上
）

に
向
け
て
、
具
体
的
か
つ
正
確
な
添
付
書
面
の

記
載
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
当
局
も
添
付
書
面
の
記
載
内
容

を
き
ち
ん
と
見
て
、
事
前
通
知
前
の
意
見
聴
取

に
限
ら
ず
、
税
務
署
に
お
け
る
申
告
書
の
審
理
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や
調
査
の
要
否
の
判
断
に
お
い
て
も
活
か
し
て

い
く
努
力
が
必
要
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

書
面
添
付
制
度
の
普
及
・
定
着
に
向
け
て

最
後
に
、
資
料
4
「
書
面
添
付
制
度
の
普
及
・

定
着
に
向
け
て
」
を
見
て
い
き
ま
す
（
上
）。

書
面
添
付
制
度
は
税
理
士
の
役
割
を
尊
重
し
、

納
税
者
の
適
正
申
告
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
普
及
・
定
着
は
、
税
理
士
の
皆
さ
ま
の
社

会
的
な
立
場
を
高
め
、
納
税
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
の
向
上
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
よ

り
一
層
信
頼
さ
れ
る
税
理
士
制
度
の
確
立
に
も

資
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
後
も
、
税
理
士
会
と
国
税
局
、
各
支
部
と

税
務
署
と
の
協
議
会
に
お
い
て
、
書
面
添
付
制

度
に
関
し
て
、
日
々
の
実
務
で
発
生
し
た
疑
問

点
な
ど
に
つ
い
て
積
極
的
に
建
設
的
な
意
見
交

換
を
行
い
、
税
理
士
と
税
務
職
員
が
共
に
こ
の

制
度
の
理
解
を
一
層
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
も
書
面
添
付
制
度
の
普
及
・
定

着
に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ

り
多
く
の
税
理
士
の
皆
さ
ま
に
、
更
に
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
い
て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

小
早
川
万
梨
絵
）

資料3 書面添付制度（趣旨）

資料4 書面添付制度の普及・定着に向けて

より多くの税理士の皆様に、書面添付制度への理解を深めていただき、書面添付に積極的に取り組んでいただきたい。

添付書面の作成者である税理士の社会的信⽤の向上にもつながり、
ひいては信頼される税理士制度の確⽴に結び付くもの

▶正確な申告書の作成及び提出に資する（納税義務の適正な実現）。
⇒　税理⼠制度の本旨に合致する。

○　税理⼠法（抄）
（税理⼠の使命）
第⼀条　税理⼠は、税務に関する専⾨家として、独⽴した公正な⽴場において、申告納税制度の理念にそつて、

納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

▶税務官公署が税務の専⾨家である税理⼠の⽴場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資する。
⇒　書面に記載された内容等により、申告書の内容について疑問点が解明されれば照会や調査を実施する必要

がなくなる。

納税者や税理士にとっては、照会や
調査に対応する負担が軽減

書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専⾨家の⽴場から、 
どのように調製されたかを明らかにすること

◦ 書面添付制度は、税理士の役割を尊重し、納税者の適正申告に寄与するもの

◦ 書面添付制度の普及・定着は、税理⼠の社会的な⽴場を高め、納税者のコンプライアンスの向上をもたらすだけで
なく、より一層信頼される税理士制度の確⽴にも資するもの

◦ 今後も、税理⼠会と国税局、各⽀部と税務署との協議会において、書面添付制度に関し、日々の実務で発生した疑
問点などについて、積極的に意見交換を行い、税理士と税務職員双方がこの制度の理解を深める必要

書面添付制度の趣旨


